




は じ め に 

 

 
いつの時代も、子どもは、未来を開き担う夢と希望と可能

性の象徴です。 
子どもは社会の宝、未来の主人公と言えます。子どもがその

権利を尊重され、安心して成長していけるようになることは、
私たち大人の責任です。 
何より、全ての子どもに衣食住が保障され、障害の有無にか

かわらずゆたかな子育て支援と教育を行き届かせることが、私
たちに求められています。 

しかし、虐待、いじめ、暴力、凶悪犯罪の多発など、子どもをめぐる暗いニュース
が後を絶ちません。 
子どもは、大人社会の現実を映す鏡だとも言われています。時代社会の大波と激変

の中で、「少子化と人口減少」や「子どもの貧困」も大きな社会問題となっています。 
こうした厳しい状況にあっても、多くの保護者や関係者の皆さんは、家庭と地域、

そして学校での人と人との結びつきを強め、一人ひとりを大切にする取り組みを強め
ようと心に決めています。 
国連が 1989 年に「子どもの権利条約」を採択し、本市では、子どもの権利を保障し、

健やかな成長を願って「小金井市子どもの権利に関する条例」を、平成 21 年３月に制
定しています。 
この「のびゆくこどもプラン 小金井」後期行動計画は、子どもの権利の尊重を基

本に、平成 22 年度から平成 26 年度までの「小金井市次世代育成支援後期行動計画」
として策定され、前期行動計画の成果と課題を踏まえるとともに、次世代育成支援対
策推進法の一部改正への積極的対応に努め、小金井市の子育ち、子育て支援の総合的
な施策を示しています。 
地域社会の変化を背景に、子育て支援と教育に関する要望は多様化してきています

が、子どもの幸福を第一として、地域と一体となった子育ち、子育てを支援する環境
づくりを進める取り組みは極めて重要だと考えております。 
今後も、子どもの笑顔があふれ、歓声がこだまし、保護者の皆さんが子育ての喜び

を感じながら安心して子育ての出来るまちを目指して、施策の着実な推進に向け努力
してまいります。 
最後に、本計画の策定にあたり、推進市民会議の皆様をはじめ、ニーズ・アンケー

ト調査にご協力いただきました皆様、ご意見やご要望をお寄せいただきました皆様に
心よりお礼を申し上げます。 
 
 

小金井市長

平成 22 年３月 
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